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(57)【要約】
　本発明は、抽出、生成および変換を用いて電子ビジネ
ス（自動化された電子ビジネス）サービスのためにデー
タを直接に処理する、方法、システム、コンピュータ読
取可能な媒体、およびコンピュータプログラム製品に関
する。仮想プリンタ機能が差異送信情報システムから差
異情報を一意のＸＭＬ（拡張マークアップ言語）に抽出
する。エディタ機能が用いられて情報をマッピングし、
マップファイルを生成する。トランスレータ機能が用い
られて情報を翻訳し、翻訳ファイルを生成する。エンジ
ン機能は、マップファイルおよび翻訳ファイルを用いて
抽出されたデータを生成されたデータに生成する。ルー
ティングおよびロギング機能は、生成されたデータをセ
キュリティ、ルーティング、およびロギング方策を用い
て指定された受信システムに変換する。



(2) JP 2008-517371 A 2008.5.22

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多数の異なる文書フォーマットを利用する複数のビジネスおよび／またはオフィスシス
テムを含むネットワークの当事者間で電子文書を扱い、通信する方法であって、前記方法
は、
　入力電子文書を受取るステップを含み、前記入力電子文書は、前記当事者のうち送り手
のフォーマットに一致し、前記当事者のうち受け手に転送されるよう意図されており、
　前記入力電子文書を中間フォーマットファイルに変換するステップと、
　予め定められたマッピングテンプレートを用いて前記中間フォーマットファイルを出力
電子文書に変換するステップとを含み、前記出力電子文書は受け手のフォーマットに一致
し、さらに、
　前記第２の電子文書を前記ネットワークを介して前記受け手に転送するステップを含む
、方法。
【請求項２】
　入力文書を変換する前記ステップはさらに、
　前記入力電子文書の予め定められた位置からデータを抽出するステップと、
　前記データを前記中間フォーマットファイルに格納するステップとを含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記中間フォーマットファイルを変換する前記ステップは、
　前記マッピングテンプレートを検索するステップを含み、前記テンプレートは、前記受
け手の前記電子文書フォーマットについての位置一致情報を含み、さらに、
　前記マッピングテンプレートを用いることにより、前記抽出されたデータを、前記入力
電子文書における位置に対応する、前記受け手の前記フォーマットの前記出力電子文書に
おける位置に割当てるステップを含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記受け手に関連付けられる文書規格を予め規定するステップと、
　前記送り手に関連付けられる文書規格を予め規定するステップとをさらに含む、請求項
１から３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記受け手に関連付けられる前記文書規格は、前記送り手から受取られる電子文書の文
書フォーマットを含む、請求項１から４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記送り手に関連付けられる前記文書規格は、前記受け手に送られる、前記送り手のオ
フィスネットワークシステムの前記電子文書の文書フォーマットを含む、請求項４または
５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　多数の異なる文書フォーマットを利用する複数のビジネスおよび／またはオフィスシス
テムを含むネットワークの当事者間で電子文書を扱い、通信するためのシステムであって
、
　入力電子文書を受取るための手段を含み、前記入力電子文書は前記当事者のうち送り手
のフォーマットに一致し、前記当事者のうち受け手に転送されるよう意図されており、
　前記入力電子文書を中間フォーマットファイルに変換するための手段と、
　予め定められたマッピングテンプレートを用いて前記中間フォーマットファイルを出力
電子文書に変換するための手段とを含み、前記出力電子文書は前記受け手のフォーマット
に一致し、
　前記第２の電子文書を前記ネットワークを介して前記受け手に転送するための手段を含
む、システム。
【請求項８】
　前記入力電子文書の予め定められた位置からデータを抽出するための手段と、
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　前記データを前記中間フォーマットファイルに格納するための手段とをさらに含む、請
求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記マッピングテンプレートを検索するための手段をさらに含み、前記テンプレートは
前記受け手の電子文書フォーマットについての位置一致情報を含み、さらに、
　前記マッピングテンプレートを用いることにより、前記抽出されたデータを、前記入力
電子文書における位置に対応する、前記受け手の前記フォーマットの前記出力電子文書に
おける前記位置に割当てるための手段を含む、請求項７または８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記受け手に関連付けられる文書規格を予め規定するための手段と、
　前記送り手に関連付けられる文書規格を予め規定するための手段とをさらに含む、請求
項７から９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　前記受け手に関連付けられる前記文書規格は、前記送り手から受取られる電子文書の文
書フォーマットを含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記送り手に関連付けられる前記文書規格は、前記受け手に送られる、前記送り手のオ
フィスネットワークシステムの電子文書の文書フォーマットを含む、請求項１０または１
１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　多数の異なる文書フォーマットを利用する複数のビジネスおよび／またはオフィスシス
テムを含むネットワークの当事者間で電子文書を扱い、通信するためのシステム用コンピ
ュータプログラムであって、
　前記プログラムは、請求項１から６のいずれかに記載のステップを実行するためのプロ
グラム命令を含むことを特徴とする、コンピュータプログラム。
【請求項１４】
　請求項１から６のいずれかに記載の方法をコンピュータに実行させるようにするための
命令を含む、コンピュータ読取可能な媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に通信ネットワークの当事者間のデータ通信に関し、特に、多数の文書
フォーマットを含む複数のビジネスシステムおよびオフィスシステムを含むネットワーク
環境において電子文書を扱い、かつ通信するための方法、システム、およびコンピュータ
読取可能な媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発明の背景
　世界のビジネス界は、情報を直接的、効率的、かつ効果的に伝達し、通信するための標
準化された方法を継続して模索している。アプリケーションからアプリケーションへと直
接的に情報を伝達し、かつ通信するための手段がないので、これらの紙ベースのシステム
用の情報の準備は、労働集約的で遅いものであった。さらに、ビジネス取引の送り手およ
び受け手の両方におけるデータの入力および編集の手動のプロセスは、非常に時間がかか
る、誤差を生じがちなものであった。通信は郵便を通して行なわれた。このプロセス全体
が正常に働くには時間と費用がかさんでいた。
【０００３】
　世界規模での競争が加速し、顧客は自分が受取る情報について高品質を要求してくる。
さらに、企業内部および企業間の両方における素早く正確な情報交換の重要性が増大して
いる。インターネットが電子マーケットを広げ、その結果あらゆる規模の会社が電子商取
引が提供する利点を利用することができる。マーケットアナリストは、競争圧力によって
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企業のインターネット利用の増大が推進されると予測する。さらに、顧客ロイヤリティを
向上させる圧力は、ビジネスプロセスを最適化する圧力を生じる結果となる。その広範囲
な利用可能性、アクセス可能性、および帯域幅が新たな機会を提供する。インターネット
はリアルタイムの行動を容易にし、それが応答時間を改善する。インターネットのアクセ
ス可能性は、物理的な店頭を超えてビジネスの範囲を格段に広げる。
【０００４】
　このことにより、世界中の人々、異なるコンピュータシステムを用いる、異なる言語を
話す人々とさえ、２４時間取引することが可能になる。新しい帯域幅能力によって、より
多くのデータをより早く、より安く送ることができるようになり、したがって実際に送ら
れる文字の数に対する懸念を最小限にする。これらのインターネットの利用可能性、アク
セス可能性および帯域幅といった構成要素は、入口におけるコストを下げ、より多くの会
社にとってＢ２ＢおよびＢ２Ｃの取引が利用可能となるようにする役割を果たすことがで
きる。本発明によって、当事者は、自分の既存のシステムに関わらず、インターネットを
通じて直接に電子文書を送ることが可能になる。これは、リアルタイムの対話型プロセス
が適切なときに適切な場所に適切な情報を伝達し、通信するように、十分な柔軟性と拡張
可能性とを与える。
【０００５】
　今日のジャストインタイムを求めるビジネスの枠組みにおいては、サプライヤ、ベンダ
ー、当事者からのさまざまなアプリケーション間の直接的、効率的、かつ効果的な情報の
伝達および通信ができるようにする能力が不可欠である。速いビジネス取引サイクルへの
転換にはいくつかの構成要素がある。より速いサイクルに転換することの利点は、たとえ
ば、取引相手が注文を受取る場合、取引がより早く発生し、それが正確かつ完全である可
能性がより高くなる。それは、製品がより早く出荷され、受領書がより速く到着すること
を意味する。次に、これはより早い支払認可および支払受領に繋がるに違いない。ある会
社が現在のやり方を変えようとする場合、彼らは大きな変革をしなければならず、それが
重要な運営およびシステムを中断させるであろう。それはビジネスプロセスおよび取引の
実行方法にも影響しかねない。こういった種類の変革は、時間、労力、プログラミングコ
スト、およびおそらくは、鍵となる商取引プロセス要員の最教育を示唆する。
【０００６】
　したがって、自動電子文書交換のためのシステムについて多大なニーズがあるが、しか
しながら、このようなシステムによって解決されるべき多くの問題がある。１つの大きな
問題は、顧客が電子的にビジネス取引を行ないたいと望むすべてのビジネス相手の各々と
ともに解決しなければならない多くの二点間（point-to-point）の問題があることである
。取引相手との二点間のカスタム統合には、ビジネス取引当事者の各対の間で、技術、セ
キュリティスタンダード、データフォーマットの調整が要求される。会社が２つ以上のビ
ジネス取引相手と関わりたい場合、扱うべき文書フォーマットが多数あり得るためにコス
トが指数関数的に上昇する。各取引相手との個別のカスタム統合ではいくつかの反復的な
拡張性のない解決策が必要であり、システムの受け手または送り手に変更があるたびにそ
れを調整し直さなければならない。
【０００７】
　電子データ交換（ＥＤＩ）は、二点間の統合問題を扱う商取引当事者間での自動電子文
書交換のための１つのシステムである。しかしながら、会社は、柔軟性のないデータフォ
ーマットおよび装置に固執せざるを得ず、高い専用のネットワークコストおよび相互接続
コストを支払うことが要求される。この結果、取引相手との間で困難かつ柔軟性のない、
費用がかかる２地点間統合を生じる。ＥＤＩは費用がかかるので、典型的には大企業が使
用し、管理している。したがって、小さな組織はＥＤＩという解決策には手が届かず、彼
らは、多数のビジネスシステムおよびオフィスシステムを有するので文書フォーマットも
多数に上るような多数の取引相手に容易に合わせることができない。
【０００８】
　ＵＳ２００３／００６５６２３において、多数の文書処理システムおよび文書フォーマ
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ットを用いる当事者間での電子文書交換を管理するための方法およびシステムが開示され
ている。この方法およびシステムに従えば、第１の文書フォーマットを有する送り手と第
２の文書フォーマットを有する受け手との間での電子文書の転送は、第三者のネットワー
ク、たとえば異なるフォーマット間のすべての変換が行われるネットワークを介して実行
される。したがって、すべての当事者間のすべての文書の交換が第三者のネットワークを
介して経路付けされ（routerred）、それは高負荷の期間における交換を必然的に非常に
遅くする。さらに、このシステムおよび方法がデータトラフィックにおける妨害に対して
脆弱になるのは避けられない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、多数の異なる文書フォーマットを含む複数のビジネスシステムおよびオフ
ィスシステムを含むネットワークの当事者間で電子文書を扱い、通信するための方法およ
びシステムであって、中小企業にも経済的に手が届く範囲内にあり、同時に信頼性が高く
効率のよい方法およびシステムのニーズがある。
【００１０】
　発明の概要
　本発明の目的は、多数の異なる文書フォーマットを含む複数のビジネスシステムおよび
オフィスシステムを含むネットワークの当事者間で電子文書を扱い、通信するための方法
およびシステムを与えることである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　これらの、および他の目的は、独立請求項に規定される特徴を有する方法およびチャー
ジャを与えることにより、本発明によって達成される。好ましい実施例は従属請求項に規
定される。
【００１２】
　本発明の第１の局面によれば、多数の異なる文書フォーマットを利用する複数のビジネ
スおよび／またはオフィスシステムを含むネットワークの当事者間で電子文書を扱い、通
信する方法が与えられ、方法は、入力電子文書を受取るステップを含み、当該入力電子文
書は、当該当事者のうち送り手のフォーマットに一致し、当該当事者のうち受け手に転送
されるよう意図され、当該入力電子文書を中間フォーマットファイルに変換するステップ
と、予め定められたマッピングテンプレートを用いて当該中間フォーマットファイルを出
力電子文書に変換するステップとを含み、当該出力電子文書は受け手のフォーマットに一
致し、さらに、当該第２の電子文書を当該ネットワークを介して当該受け手に転送するス
テップを含む。
【００１３】
　本発明の第２の局面によれば、多数の異なる文書フォーマットを利用する複数のビジネ
スおよび／またはオフィスシステムを含むネットワークの当事者間で電子文書を扱い、通
信するためのシステムが与えられ、システムは、入力電子文書を受取るための手段を含み
、当該入力電子文書は当該当事者のうち送り手のフォーマットに一致し、当該当事者のう
ち受け手に転送されるよう意図され、当該入力電子文書を中間フォーマットファイルに変
換するための手段と、予め定められたマッピングテンプレートを用いて当該中間フォーマ
ットファイルを出力電子文書に変換するための手段とを含み、当該出力電子文書は受け手
のフォーマットに一致し、さらに、当該第２の電子文書を当該ネットワークを介して当該
受け手に転送するための手段を含む。
【００１４】
　本発明の第３の局面によれば、多数の異なる文書フォーマットを利用する複数のビジネ
スおよび／またはオフィスシステムを含むネットワークの当事者間で電子文書を扱い、通
信するためのシステム用コンピュータプログラムが与えられる。プログラムは、第１の局
面による方法を実行するためのプログラム命令を含む。
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【００１５】
　本発明の第４の局面によれば、第１の局面による方法をコンピュータに実行させるよう
にするための命令を含む、コンピュータ読取可能な媒体が与えられる。
【００１６】
　本発明は、エンドツーエンド（end-to-end）のビジネス情報を最小限のコストおよび労
力しかかけずに既存の構造に統合することについての洞察に基づく。本発明によれば、ク
ライアントは新しいプリンタ機能をインストールし、セットアップしさえすればよい。通
常の紙のプリントアウトの代わりに、仮想プリンタ機能を用いてパーサを通じて一意のデ
ータファイルが抽出される。データファイルが抽出された後、それは入力フォーマットフ
ァイルに転送される。次に、エディタが用いられてこのフォーマットのためのマッピング
テンプレートを生成し、トランスレータが用いられてこのフォーマットのための翻訳テン
プレートを生成する。このマッピングテンプレートおよび翻訳テンプレートをともに用い
て、入力ＸＭＬフォーマットファイルは、たとえばグローバルインボイス仕様（Global I
nvoice Specification）（ＧＩＳ）、ファイナンシャルインボイス（Financial Invoice
）（ＦＩＮＶＯＩＣＥ）などのターゲットフォーマットまたは規格を伴う、変換されたデ
ータファイルに変換される。
【００１７】
　このターゲットフォーマットまたは規格ファイルは、エンドツーエンドの解決策のため
に、ルーティングおよびロギング機能によってインターネットを介して容易に移送され、
そして指定された受信システムに対するセキュリティ、ルーティング、およびロギング方
策を有する変換されたデータを構築するために、最終的に用いられる。これは、小さなオ
フィスシステムおよび家庭用オフィスシステムを有するクライアントが多い会社に特によ
く適合する。これはまた、情報を分散し、さまざまなクライアントおよびユーザが他の場
所に散らばった状態で１つの主要なターゲット場所に存在することを容易にする。ユーザ
は、ブラウザ以外は何も用いずに、ターゲットフォーマットまたは規格ファイルを実行し
、アクセスすることができる。これにより、小さな企業がデジタル情報を転送し、移送す
ることがより容易になり、会社の複雑な問題を解決することができる。変換ツールはまた
、ビューアを用いると元のインボイスまたは注文書などの通常の文書と同様に見えるフォ
ーマットを与える。取引相手はこのなじみのあるフォーマットまたは規格を自動的に完成
させてさらにそれを他の処理のために提出する。詳細な知識は必要なく、ほとんどの変換
作業はクライアントシステムのバックグラウンドで行なわれる。この種類の変換は、大き
な環境でも小さな環境でも、すべてのアプリケーションおよびシステムに極めてよく適合
する。実際、それはいかなる環境でもうまくいき、より大規模な取引相手に対しては、そ
の要求に従って予め規定された同じフォーマットまたは規格を与えることもできる。
【００１８】
　当業者が認識するように、本発明の方法は、その好ましい実施例と同様に、コンピュー
タプログラムまたはコンピュータ読取可能な媒体として実現するのに適する。
【００１９】
　本発明、およびその局面によるこれらの、および他の利点は、以下の詳細な説明および
添付の図面からさらに明らかになる。
【００２０】
　本発明の実施例の下記の説明において添付の図面が参照される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　発明の詳細な説明
　下記において、本発明による、多数の異なる文書フォーマットを含む複数のビジネスシ
ステムおよびオフィスシステムを含むネットワークの当事者間で電子文書を扱い、通信す
るための方法およびシステムの好ましい実施例が説明される。
【００２２】
　まず図１を参照して、本発明によるソフトウェア製品のインストールプロセスが説明さ
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れる。第１に、ステップ１０２において、たとえばサプライヤなどの送り手が、たとえば
インターネットに接続されるウェブサーバなどの、ネットワークに接続される第三者サー
バに接続し、そこに入る。ウェブサーバは、仮想印刷手段と、管理手段を含むエンジン手
段と、文書ルータ手段と、編集手段と、文書ログ手段とを含み、これらは下記に詳細に説
明される。次に、ステップ１０４において、仮想印刷手段、エンジン手段、文書ルータ手
段が送り手のネットワークにダウンロードされ、送り手のネットワークに接続されるコン
ピュータまたはサーバにインストールされる。仮想印刷手段は、予め定められたデータフ
ォーマット、たとえばＸＭＬフォーマットにおいて、電子インボイスなどの電子文書の幾
何学的記述を包含するファイルを生成する。幾何学的記述は、たとえば受け手のアドレス
はどこにあり、インボイスの額はどこにあり、または製品の仕様はどこにあるのかといっ
た情報を含み得る。言い換えれば、各テキストの断片がその位置および大きさで記述され
る。たとえば線、像などの他の要素もまた対応する態様で表示される。最初は、仮想印刷
手段は、すべてのプリントアウト、すなわちインボイスなどの電子文書から抽出されたデ
ータを包含するすべてのファイルを、テストプリントアウトとして処理するよう構成され
る。これは、管理手段が、マッピングテンプレートを生成するために、インターネットを
通じて幾何学的ＸＭＬファイルをウェブサーバに送ること以外にはいかなる処理ステップ
も実行しないことを意味する。マッピングテンプレートは顧客に一意のデータファイルで
あって、たとえば電子インボイスなどの送り手の電子文書の送り手のフォーマットでの幾
何学的位置についての情報と、そのインボイスについての対応する受け手のフォーマット
での幾何学的位置データとを含む。このように、テストプリントアウトは、たとえば１ペ
ージのインボイスまたは２ページのインボイスなど、可能性のある文書の外観すべてにつ
いてカバーするはずである。
【００２３】
　次に、ステップ１０６において、送り手は、仮想印刷手段によって、すべての異なる電
子文書のテストプリントアウトを生成して送る。マッピングプロセスの目的は、下記を前
提として、顧客に一意の（文書の種類にも一意の）マッピングファイルを生成することで
ある：
　・送り手、すなわちサプライヤから受取る多数のテストプリントアウト；
　・特定の種類の文書（たとえばインボイス）にいかなる情報が現れるよう要求されるか
についての一般的知識（税法など）；および、
　・特定の受け手の情報要求についての知識。
【００２４】
　翻訳およびマッピングプロセスに用いられるツールは編集手段である。状況に依存して
、マッピングファイルは、
　・何もないところから生成され；
　・テンプレート（周知のビジネスシステム）から生成され；かつ、
　・開かれ、修正され、かつ保存される。
【００２５】
　すなわち、ステップ１０８において、顧客に一意の翻訳およびマッピングファイルが生
成される。次に、ステップ１１０において、マッピングファイルまたはテンプレートが送
り手のコンピュータまたはサーバにインストールされる。マッピングファイルは電子メー
ルまたはインターネットを介して送ることができる。マッピングファイルの更新はインタ
ーネットを介して実行することができる。マッピングファイルはウェブサーバにも保存さ
れる。送り手の電子文書のレイアウトに修正が行われるたびにマッピングファイル修正が
行われなければならず、したがって各修正された電子文書について上記に与えられた記述
に従って新しいテストプリントアウトが送られなければならない。ユーザは、スクリーン
に表示されるインターフェイスに与えられるテストアイコンを選択することによってこの
修正手順を初期化し、それにより次のプリントアウトがテストプリントアウトと見なされ
て、ファイルがウェブサーバに移送される。ユーザはまた、文書ログ手段によって与えら
れるログフレームから既に送られた文書を選択して、それをテストプリントとして送るこ
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ともできる。ログフレームはすべての送られた文書をログし、下記に詳細に説明される。
本発明の代替的実施例によれば、上述され、送り手に保存されたすべてのプログラム命令
、および、たとえば異なる受け手に関連付けられるマッピングファイルなどのファイルは
別個のサーバに保存され、それは多数の送り手のためのプログラム命令およびファイルを
含み得る。この場合において、送り手は、たとえばインボイスなどの文書が送られること
になるたびにサーバに接続する。
【００２６】
　上述の位置情報およびデータはいわゆるボックスによって表示される。これらのボック
スは２つの主要な役割を果たす：
　・位置決め（参照）ボックスは、ある参照データ要素のページ上の絶対位置を規定する
。たとえば、ある位置決めボックスは、「インボイス」というテキストが、この特定のソ
ース文書のページの上部左の隅からの絶対位置（ｘ＝５００，ｙ＝２５）にあると予想さ
れることを説明することができる。このような位置は、たとえばページサイズ設定などに
起因して、文書によって異なり得る。好ましくは、座標はページの上部左の隅の（ｘ＝０
，ｙ＝０）から始まって右方向および下方向にそれぞれ値が増加していく；
　・収集ボックスは、テキストの断片をそのレイアウトとともにソース文書から得る。テ
キストはボックスの境界線の内部に位置決めされなければならない（または言い換えれば
、各テキストの断片の文字枠の幾何学的中心は収集ボックスの境界線の内部になければな
らない）。収集ボックスはＡ型ボックス（下記参照）または正しい数のアンカーが付随し
ている必要がある。
【００２７】
　３つの主要な種類のボックスがある：
　　・アンカーボックス（Ａボックス）。アンカーボックスは２つの役割のいずれかを果
たすことができる。第１に、相対的ボックスの絶対位置を規定する、ページ上のアンカー
ポイントとして機能し、この役割においてはソース文書からいかなるコンテンツも収集し
ない。第２に、アンカーボックスが他のいかなるボックスにも接続されない場合、それ自
体でコンテンツを収集することができ、すなわち、アンカーボックスは絶対位置収集ボッ
クスと同等である。Ａボックスは、現在のページ番号が有効なページのリストにある場合
、または、正規表現がＡボックスの境界内（＋／－いくらかの許容誤差マージン）にある
テキストと一致する場合に、（収集するために）ＯＮにされる。そうでなければ、Ａボッ
クスは現在のページで収集するようＯＦＦにされている。これは、すべての接続された相
対位置ボックスが同様にオフにされていることを意味する。Ａボックスの絶対位置は、ペ
ージ上の元の位置プラス／マイナスいくらかの許容誤差に基づいて、各ページについて個
別に決定され、それはいわゆる「シフト」として規定される。これは、現在のソース文書
ページ上のコンテンツが参照文書と比較していくらかシフトされているが、このＡボック
スについて規定された正規表現になおも一致するテキストがある場合には、「シフト」が
適用されることを意味する。これらの許容誤差マージンは、各Ａボックスについて個別に
設定することができる；
　　相対位置ボックス（Ｒボックス）。これは、常に１つだけのアンカーボックスに接続
されなければならない収集ボックスである。所与のページにおけるＲボックスの絶対位置
は、そのアンカーボックスの絶対位置とアンカーボックスからの距離とによって決定され
る。これは、指定されたパターンが所与のページにおいてＡボックスによって検知された
場合、このＡボックスが許容誤差マージン分だけいずれの方向にもシフトされることがで
き、それがそこに接続されたすべてのＲボックスを新しい「シフトされた」位置に「引張
る」ことを意味する。このような場合、ＡボックスはＯＮにされ、このことが、すべての
接続されたＲボックスにその境界内に入るコンテンツの収集を開始するように伝える。要
約すると、
　　・Ｒボックスは１つだけのＡボックスに接続されなければならない；
　　・Ａボックスが所与のページにおいて収集するためにＯＮにされた場合、Ｒボックス
の絶対位置は、Ａボックスに適用される「シフト」と、ＡボックスおよびＲボックスの距
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離とに基づいて調整される。現在のページ番号がこのｒボックスの有効なページのリスト
にある場合、Ｒボックスは収集のためにＯＮにされ、その境界内にあるテキストの取得を
開始する；
　・可変長相対ボックス（Ｖボックス）。このボックスは、２つだけのアンカーに常に接
続されなければならない収集ボックスである。あるページにおけるＶボックスの水平位置
は固定されていてもよい。Ｖボックスの上端および下端の垂直位置は、それぞれの端部に
付随するアンカーボックスの絶対位置によって決定され、したがって、Ａボックスがシフ
トされるにつれてページによって異なり得る。それに加え、Ｖボックスは表レイアウトの
内部構造を規定する可能性を与え、すなわちソースデータが一連の列において収集される
べきことを規定することができる。列幅は、静的に（ピクセルで）または動的に（Ｖボッ
クス幅の百分率で）規定することができる。Ｖボックスは、以下の規則に従って、収集す
るためにトリガされる；
　　・両方のアンカーボックスが所与のページに付随していなければならない；
　　・両方のアンカーボックスがＯＮにされなければならない；
　　・Ｖボックスの上端および下端がＡボックスの現在の絶対位置およびそれらとＶボッ
クスとの元来規定された距離に基づいて調整される。これらの調整はページによって異な
り得る。
【００２８】
　上述されたように、文書ログ手段は、たとえばインボイスなどのデータメッセージを含
む入力メッセージおよび出力メッセージを保存し、信号は、
　・タイムアウトに対応する不活性を含み、すなわちメッセージまたは信号は送受信され
ず、かつ、
　・受領書を含む；データメッセージの受け手は、受け手がデータメッセージを受取った
か否かを示す受領書を受け手に返すことができる。
【００２９】
　各メッセージおよび信号はＩＤによって一意に特定される。
　ここで図２を参照して、本発明の方法およびシステムを用いたサプライヤとバイヤとの
間の取引が説明される。第１に、ステップ１２０において、電子文書、たとえば電子イン
ボイスが、本発明の方法に従ってサプライヤのフォーマットから変換された後のバイヤの
フォーマットにおいて、バイヤのシステムとは異なるビジネスシステムを用いるサプライ
ヤのネットワークから送られ、これは後に説明される。次に、ステップ１２２において、
バイヤが受取ると、サプライヤがメッセージを受取ったことを示す受領書がサプライヤに
送られる。本発明の代替的実施例によれば、上述され、送り手に保存された、すべてのプ
ログラム命令およびファイル、たとえば異なる受け手に関連付けられるマッピングファイ
ルは別個のサーバに保存され、それは第三者に置かれ、送り手およびバイヤはたとえばイ
ンターネットなどの通信ネットワークを通じてサーバに接続される。サーバは、多数の受
け手および送り手のためのプログラム命令およびファイルを含み得る。この場合、送り手
は、たとえばインボイスなどの文書が送られることになるたびにサーバに接続し、すべて
の機能がサーバにおいて実行される。
【００３０】
　異なるメッセージおよび信号をグループ化することができるよう、いわゆるグループ化
オブジェクトとして作用するビジネススコープ（BusinessScope）１３０が図３に示され
るように用いられる。好ましくは、ビジネススコープ１３０はメッセージスコープ（Mess
age scope）１３２を含み、メッセージスコープ１３２はメッセージを任意の数の信号と
併せてグループ化し、さらに、トランケーションスコープ（TrancationScope）１３４を
含み、トランケーションスコープ１３４は出力メッセージを入力メッセージおよび任意の
数の信号と併せてグループ化する。一意のＩＤごとに１つのビジネススコープのみがある
。
【００３１】
　以下に、本発明によるロギングプロセスが説明される。まず、文書ロギング手段のロギ
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ング方法が呼出される。この呼出において、ログユーザオブジェクト（LogUsera object
）はメッセージまたは信号に関連付けられ、このオブジェクトはロギング方法を呼出すコ
ードを表わす。このログユーザオブジェクトは、呼出コードすなわちコールバック機能に
おいて情報を必要とする場合に、ロギング手段によって用いられることができる。この情
報はさらに、データベースへの格納を実行するクラスに委任することを介してさらに渡さ
れる。それにより、後の段階において、インターフェイスおよびロギング方法を変えるこ
となく、格納装置を別の品質またはより高品質（QoS）を有するクラスに交換することが
可能になる。
【００３２】
　ここで図４を参照して、マッピングプロセスが説明される。受け手が送り手のビジネス
システムおよびファイルフォーマットとは異なるファイルフォーマットを利用するビジネ
スシステムを用いている場合、たとえば電子インボイスなどの電子文書を受け手に送るた
め、送り手は送り手のネットワークのコンピュータまたはサーバにインストールされた仮
想印刷手段を起動し、すなわちインボイスを印刷手段に転送する。これはたとえばスクリ
ーンに提示された仮想印刷手段を象徴するアイコンを起動することによって実行され得る
。本発明の方法を実行するプログラムがサーバ上に格納される場合、送り手は、仮想印刷
手段を起動するためにサーバに接続する。ステップ２０２で、起動の際、仮想印刷装置は
、たとえばＸＭＬフォーマットなどの予め定められたデータフォーマットにおいて、上述
のプリントアウトの幾何学的記述、すなわち、受け手のアドレスはどこにあり、インボイ
スの額はどこにあり、または製品の仕様がどこにあるかといった記述を包含するファイル
を生成する。言い換えれば、各テキストの断片がその位置および大きさで記述される。線
または像などの他の要素もまた対応する態様で表示される。次に、ステップ２０４におい
て、管理手段は、幾何学的データを含むファイル、すなわちマッピングファイルを、仮想
印刷手段から検索する。ステップ２０６において、管理手段は、ファイル上で一致抽出プ
ロセス（matching-extracting process）を実行し、そこで抽出された情報は点検され、
すなわち情報が正しいページの正しい位置に表われているかを点検する。抽出された情報
を点検するために、マッピングテンプレートまたはマッピングファイルが用いられる。こ
のマッピングファイルは上述のように予め規定され、各文書の種類について一意であって
、たとえば送り手のネットワークのコンピュータまたはサーバに保存される。抽出された
データが正しければ、抽出されたデータはステップ２０８において出力ファイルの対応す
る変数に割当てられ、その出力ファイルは論理ＸＭＬファイルである。最後に、ステップ
２１０において、出力ファイルはネットワークを介して受け手に転送され、その出力ファ
イルは受け手のビジネスシステムに一致したフォーマットである。
【００３３】
　ここで図５および図６を参照して、本発明によるシステムが説明される。送信情報シス
テム３００および受信システム３０２が、たとえばインターネットなどのネットワーク３
０４に接続される。送信情報システム３００は、受信システム３０２のビジネスシステム
およびファイルフォーマットとは異なるビジネスシステムおよびファイルフォーマットを
用いる。図５を参照されたい。ここで図６に移り、本発明の好ましい実施例が説明される
。たとえば電子インボイスなどの入力電子文書を受取るための手段３０６が配列され、入
力電子文書は送信システムのフォーマットに一致し、受信システム３０２に転送されるよ
う意図され、入力電子文書を中間フォーマットファイルに変換する手段３０８と、予め定
められたマッピングテンプレートを用いて当該中間フォーマットファイルを出力電子文書
に変換するための手段３１０とを含み、出力電子文書は受信システム３０２のフォーマッ
トに一致し、さらに、ネットワーク３０４を介して当該第２の電子文書を受信システムに
転送するための手段３１２が、送信システム３００に配列される。この送信システムは、
上述のように、送り手のコンピュータシステムまたは第三者のサーバに配列され得る。
【００３４】
　さらに、入力電子文書の予め定められた位置からデータを抽出するための手段３１４と
、中間フォーマットファイルにデータを記憶するための手段３１６とが、送信システム３
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００に配列される。
【００３５】
　さらに、マッピングテンプレートを検索するための手段３１８が送信システム３００に
配列され、そのテンプレートは受信システム３０２の電子文書フォーマットについての位
置一致情報を含み、さらに、当該マッピングテンプレートを用いることにより、当該抽出
されたデータを、当該入力電子文書における位置に対応する、受信システム３０２のフォ
ーマットの出力電子文書における位置に割当てるための手段３２０が、送信システム３０
０に配列される。
【００３６】
　さらに、受信システムに関連付けられる文書規格を予め規定するための手段３２２と、
送信システムに関連付けられる文書規格を予め規定するための手段３２４とが送信システ
ム３００に配列される。好ましくは、受信システム３０２に関連付けられる文書規格は送
信システム３００から受取られる電子文書の文書フォーマットを含み、送信システム３０
０に関連付けられる文書規格は、受け手に送られる、送り手のオフィスネットワークシス
テムの電子文書の文書フォーマットを含む。
【００３７】
　ここで図７を参照して、電子文書扱いシステムの好ましい実施例のデータフローが説明
される。本発明は完全なシステム、コンピュータソフトウェア、および、電子ビジネス（
自動化された電子ビジネス）サービスのためにデータを直接的に抽出、生成、変換する方
法を含む。システムは、送信システム４００に接続される仮想プリンタ４０２と、エディ
タ４０４と、トランスレータ４０６と、エンジン４０８と、ルーティング／ロギング機能
４１０とを含む。さらに、送信システムはネットワークを介して受信システム４１２に接
続される。一意の仮想プリンタ４０２は異なる送信情報システム４００から一意のＸＭＬ
（拡張マークアップ言語（Extensible Mark-up Language））フォーマットに異なるデー
タを抽出する。エディタ機能４０４はマッピングされた情報に用いられてマップファイル
を生成する。トランスレータ機能４０６は翻訳された情報に用いられて翻訳ファイルを生
成する。次にエンジン４０８が、マップファイルおよび翻訳ファイルを用いて、抽出され
たデータを生成されたデータとして生成する。ルーティングおよびロギング機能４１０は
、生成されたデータを、セキュリティ、ルーティングおよびロギング方策を用いて指定さ
れた受信システムに最後に変換する。
【００３８】
　以後、仮想印刷手段の機能がより詳細に説明される。ユーザは、たとえばウインドウズ
（登録商標）アプリケーション（最も一般的なビジネスシステム）などの任意のオペレー
ティングシステムから、印刷機能を呼出すことができる。ユーザは自分のデフォルトのプ
リンタを用いる代わりに、仮想印刷手段、いわゆる「ＤＱマネージャプリンタドライバ（
DQManager Printer Driver）」を用いる。次にプリントアウトが（ＧＤＩ呼出としての）
内部表現から出力ＸＭＬフォーマットにオンザフライで変換されて、指定された記憶位置
に置かれる。
【００３９】
　Unix（登録商標）環境においては、ユーザはUnix（登録商標）印刷サブシステムを通じ
てたとえばBerkeleyＬＰＤまたはＣＵＰＳなどの印刷機能を呼出すことができる。ＤＱマ
ネージャドライバに対する入力としてサポートされる唯一のフォーマットはポストスクリ
プト（PostScript）であるので、これを用いたい任意のUnix（登録商標）アプリケーショ
ンはPostScriptでプリントアウトを生成することができなくてはならない（何らかの特別
な第三者コンバータが用いられる場合を除く）。ＤＱマネージャドライバは、次にPostSc
riptプリントアウトをＸＭＬ出力に変換する。
【００４０】
　ＤＯＳプラットフォームを用いると、ユーザはアプリケーションとともに提供される元
のプリンタドライバを用いなければならない。プリントアウトは、（内蔵されたＤＯＳ「
ネット使用」コマンドを用いて）ネットワークプリンタポートに転送され、ネットワーク
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プリンタポートは同じ機械に位置する（アプリケーションがウインドウズ（登録商標）シ
ステムでＤＯＳコマンドラインウインドウにおいて実行する場合）か、または同じローカ
ルネットワーク上でウインドウズ（登録商標）を実行する別の機械に位置する。プリント
アウトは、サポートされているエプソン（Ｅｐｓｏｎ）（登録商標）プリンタモデルの１
つのためのドライバを用いて行なわなければならない。このプリントアウトは次にプリン
タポート転送モジュールを用いてテンポラリーファイルに転送される。最後に、このファ
イル（なおもエプソン（Ｅｐｓｏｎ）（登録商標）プリントフォーマットである）はＪａ
ｖａ（登録商標）アプリケーションによって出力ＸＭＬフォーマットに変換される。
【００４１】
　以下の構成パラメータはすべてのプラットフォームでサポートされる：
　・出力経路：出力ＸＭＬファイルが保存される経路である。完全なファイルのみがここ
に保存され、すなわち最初の出力ファイルはどこか他の場所（ユーザのＴＥＭＰディレク
トリ、または／tmpの中）に生成され、次いで自動的にリネームされる。出力経路は一時
的経路と同じボリュームにあると仮定する；
　出力ファイルは以下のフォーマットを用いて一意に名付けられる；
　dqYYYY－MM－DD＿hh－mm－ss－uuu.xml
　Ｙ－年（たとえば２００４）
　Ｍ－月（たとえば０１）
　Ｄ－日（０１）
　ｈ－時間（００－２４）
　ｍ－分（００－５９）
　ｓ－秒（００－５９）
　ｕ－ミリ秒（０００－９９９）
　・紙のサイズおよび紙の方向の構成。いくつかのプラットフォーム（ウインドウズ（登
録商標）など）においては、アプリケーションはこの情報を利用可能であるので、ページ
レイアウトを調整することができる。他のプラットフォーム（Unix（登録商標）およびＤ
ＯＳ）においては、他のいかなる情報も入力ファイルから得ることができない場合、これ
が純粋に優先される；
　・プリントアウトからの図形的要素の出力をオン／オフにするブールオプション（bool
ean option）。このオプションが非選択にされる場合、ドライバはテキストのコンテンツ
のみ出力し、すなわち、「ボックス」を除く、「ページ」のすべてのサブ要素が存在しな
い。このオプションが選択される場合、ＤＴＤで指定されたすべての要素が必要に応じて
与えられる。
【００４２】
　Win３２プラットフォームにおいては、ドライバは修正されたＥＭＦプリンタドライバ
として実現される。これは他の任意のプリンタドライバと同様の方法でインストールされ
、同様の方法でＧＤＩサブシステムと対話する。
【００４３】
　ＧＤＩに報告される性能はＥＭＦのフォーマットの性能である。これはＥＭＦミニドラ
イバの責任である（なぜならば、ドライバ全体がＵＮＩＤＲＶインフラストラクチャおよ
びミニドライバ実現例を用いるからである）。ミニドライバには２つのバージョンがあり
、１つはウインドウズ（登録商標）９８によって用いられる１６ビットのアーキテクチャ
用、他の１つはウインドウズ（登録商標）バージョンによって用いられる３２ビットのア
ーキテクチャ用である。
【００４４】
　ＥＭＦは、テキスト、ピクセル図形、およびベクトル経路の複雑な組合せをレンダリン
グすることができる、強固なベクトル指向の図形的フォーマットである。したがって、Ｅ
ＭＦデータとしてプリントアウトの内部表現を得るためには、ドライバにおいて最小限の
作業量しか必要ではない。これは、ＥＭＦデータが実際の物理的なプリントアウトに非常
によく似て見えることをも保証する。
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【００４５】
　このＥＭＦデータはオプションでファイルに保存することができる（プリントアウトの
論理ページについて１ファイル）。これはまた、下記の仕様に従ってインメモリでＸＭＬ
表現にも変換される。ＸＭＬフォーマットには制限があるため、いくつかの複雑な変換が
必要である：
　・ピクセル図形データがＰＮＧフォーマットに変換される；
　・複雑な経路が多角形に変換される；
　・グラデーション塗りつぶしおよびパターン塗りつぶしは単色塗りつぶしにより近似さ
れる；
　・パターン化された線は実線に置き換えられる；
　・ウインドウズ（登録商標）９８のプラットフォームでは、ネイティブコードページの
文字はUnicode符号化に変換される。他のプラットフォームにおいては、このプロセスは
オペレーティングシステムの下部構造を用いる。
【００４６】
　ウインドウズ（登録商標）のドライバは追加的な構成オプションをもサポートし、それ
はＥＭＦデータがファイルに保存されるべきか否かを決定する。各プリントアウトについ
て、１つ以上のＥＭＦファイルがＸＭＬ出力ファイルの名前に因んで名付けられるサブデ
ィレクトリにおいて生成され、出力ディレクトリに置かれる。
【００４７】
　Unix（登録商標）プラットフォームにおいては、アプリケーションからのPostScript出
力はＬＰＤまたはＣＵＰＳなどの印刷サブシステムに送られる。インストールプログラム
は、これらのサブシステムの両方について適切なエントリを加えることができ、ドライバ
を残りのサブシステムに接続する。
【００４８】
　ドライバはGhostScriptインタープリタのための図形装置のカスタムバージョンとして
実現される。この装置はGhostScriptインフラストラクチャの残りを用いて入力PostScrip
tファイルを適切に翻訳し、ＰＳファイルに存在する基本図形に基づいて、ＸＭＬ出力を
直接に生成する。システムはボーンシェルスクリプト（Bourne shell scripts）を用いて
、コマンドラインから直接に、または、印刷サブシステムによって印刷プロセスの一部と
して実行されるいわゆる入力フィルタとして呼出されるか、必要な環境変数および引き数
を与える。
【００４９】
　GhostScriptインタープリタはフォントの集合を使用し、それはアプリケーションによ
って用いられるフォントと密接に対応してもしなくてもよい。その場合、システムアドミ
ニストレータは適切なフォントメトリックファイル（Adobe（登録商標）フォントメトリ
ックス（Adobe Font Metrics）、＊.afmファイル）をインストールしなければならず、こ
れは欠けているフォントを記述する。これはほとんどのケースにおいては厳密には要求さ
れない。なぜならば、メトリックス定義のうちのいくつかが欠けている場合、GhostScrip
tはかなり適切なフォントの代替を作ることができるからである。
【００５０】
　既存のスクリプトも、PostScriptフォーマットにおいてシステム全体のフォント集合を
利用するよう修正することができる。より多くの情報については、GhostScriptのマニュ
アルを参照されたい。
【００５１】
　ＤＯＳプラットフォームについての情報の流れは、印刷サポートに制限があるので、他
のプラットフォームとは異なる。すべてのＤＯＳアプリケーションはそれ自体のプリンタ
ドライバを伴うので、Unix（登録商標）およびウインドウズ（登録商標）のように統合の
ポイントは１つもない。ＤＯＳプリントアウトを取得して、プリントアウト用のウインド
ウズ（登録商標）ベースのフォーマット変換ツールを呼出すために、小さな転送プリンタ
ドライバが必要である。
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　本発明の好ましい実施例によれば、コンバータはJava（登録商標）コンポーネントであ
って、DQManagerクライアントの現在のJava（登録商標）部分と統合される。このコンポ
ーネントはＥＳＣ／Ｐプリントアウトを取って規格に従ってＸＭＬ出力を生成する（下記
参照）。この出力はDQManagerの通常の処理キューの１つに保存されるか、またはインメ
モリの文字列表現を用いてＤＱＭ内部の処理モジュールに直接渡される。
【００５３】
　）ここで、出力ＸＭＬファイルの規格が説明される：
　・長方形の領域はテキストを包含する。フォント名、ポイントサイズ、ウエイトおよび
文字表示色が指定されるべきである。文字枠寸法が既に与えられていない場合、計算され
るべきである。長方形の領域はピクセル図形（すなわち長方形の画像、ビットマップなど
）を包含する。出力が可搬式かつＸＭＬセーフ（XML-safe）である必要があるので、この
ような図形はＰＮＧフォーマットに符号化され、次にベース６４に符号化される。ピクセ
ル図形は、アルファ（Ａｌｐｈａ）（透明）チャネルをサポートするものを含むさまざま
な色空間モデルにおいて与えられることができる；
　・色：適切な場合は文字表示色パラメータが用いられ、ＲＲＧＧＢＢ値として表わされ
る；
　・塗りつぶし：ドライバは単色塗りつぶしのみをサポートし、すなわち形状が塗りつぶ
されているか、その場合何色かを示すのみである。この属性が存在しない場合、形状が塗
りつぶされていないと仮定される；
　・線の色：ドライバは各形状について輪郭（線）の色を報告する。この属性が存在しな
い場合、輪郭は目に見えないと仮定される；
　・多角形：ドライバは、一連の点の値として表現される多角形を線幅パラメータを用い
て処理する；
　円および楕円を含む円弧。円弧は、（ｘ，ｙ）および（ｗ，ｈ）によって指定され、こ
れは完全な楕円に適合する文字枠（長方形）を規定する。
【００５４】
　本願明細書において例示および説明の目的のために具体的な実施例が示されて説明され
たが、示されて説明された具体的な実施例は、さまざまな代替および／または等価の実現
例と本発明の範囲を逸脱することなく代替され得ることが、当業者には理解される。当業
者は、本発明がハードウェアおよびソフトウェア実現例またはそれらの組合せを含むさま
ざまな実施例において実現され得ることを容易に理解する。例として、発明的方法および
システムのすべての機能は、多数の送信システムおよび受信システムに接続されるサーバ
において実現され得る。このアプリケーションは、本願明細書で説明された好ましい実施
例のあらゆる適合例または変形例をカバーするよう意図される。したがって、本発明は添
付の請求項およびその等価物の言語によってのみ規定される。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明によるソフトウェア製品のインストールプロセスを概略的に示す図である
。
【図２】本発明による方法およびシステムを用いたサプライヤとバイヤとの間の取引を概
略的に示す図である。
【図３】本発明によるグルーピングオブジェクトを概略的に示す図である。
【図４】本発明によるマッピングプロセスを概略的に示す図である。
【図５】本発明が実現され得るネットワークを概略的に示す図である。
【図６】本発明によるシステムを概略的に示す図である。
【図７】本発明によるシステムの実施例を概略的に示す図である。
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【手続補正書】
【提出日】平成17年8月19日(2005.8.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多数の異なる文書フォーマットを利用する複数のビジネスおよび／またはオフィスシス
テムを含むネットワークの当事者間で電子文書を扱い、通信する方法であって、方法は、
　入力電子文書を受取るステップを含み、前記入力電子文書は、前記当事者のうち送り手
のフォーマットに一致し、前記当事者のうち受け手に転送されるよう意図されており、
　前記入力電子文書の予め定められた位置から抽出されたデータを含む中間フォーマット
ファイルに前記入力電子文書を変換して、前記データを前記中間フォーマットファイルに
格納するステップと、
　前記受け手に一意に予め定められたマッピングテンプレートを用いて前記中間フォーマ
ットファイルを出力電子文書に変換するステップとを含み、前記ステップは前記マッピン
グテンプレートを検索するステップを含み、前記テンプレートは、前記受け手の前記電子
文書フォーマットについての位置一致情報を含み、さらに、前記マッピングテンプレート
を用いることにより、前記抽出されたデータを、前記入力電子文書における位置に対応す
る、前記受け手の前記フォーマットの前記出力電子文書における位置に割当てるステップ
を含み、前記出力電子文書は受け手のフォーマットに一致し、さらに、
　前記第２の電子文書を前記ネットワークを介して前記受け手に転送するステップを含む
、方法。
【請求項２】
　前記受け手に関連付けられる文書規格を予め規定するステップと、
　前記送り手に関連付けられる文書規格を予め規定するステップとをさらに含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　前記受け手に関連付けられる前記文書規格は、前記送り手から受取られる電子文書の文
書フォーマットを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記送り手に関連付けられる前記文書規格は、前記受け手に送られる、前記送り手のオ
フィスネットワークシステムの前記電子文書の文書フォーマットを含む、請求項２または
３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　多数の異なる文書フォーマットを利用する複数のビジネスおよび／またはオフィスシス
テムを含むネットワークの当事者間で電子文書を扱い、通信するためのシステムであって
、
　入力電子文書を受取るための手段を含み、前記入力電子文書は前記当事者のうち送り手
のフォーマットに一致し、前記当事者のうち受け手に転送されるよう意図されており、
　前記入力電子文書を中間フォーマットファイルに変換するための手段と、
　前記入力電子文書の予め定められた位置からデータを抽出するための手段と、
　前記データを前記中間フォーマットファイルに格納するための手段と、
　前記受け手に一意の予め定められたマッピングテンプレートを検索するための手段とを
含み、前記テンプレートは前記受け手の電子文書フォーマットについての位置一致情報を
含み、さらに、
　前記予め定められたマッピングテンプレートを用いることにより、、前記入力電子文書
における位置に対応する、前記受け手の前記フォーマットの前記出力電子文書における前
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記位置に前記抽出されたデータを割当てるための手段と、
　前記予め定められたマッピングテンプレートを用いて前記中間フォーマットファイルを
出力電子文書に変換するための手段とを含み、前記出力電子文書は前記受け手のフォーマ
ットに一致し、
　前記第２の電子文書を前記ネットワークを介して前記受け手に転送するための手段を含
む、システム。
【請求項６】
　前記受け手に関連付けられる文書規格を予め規定するための手段と、
　前記送り手に関連付けられる文書規格を予め規定するための手段とをさらに含む、請求
項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記受け手に関連付けられる前記文書規格は、前記送り手から受取られる電子文書の文
書フォーマットを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記送り手に関連付けられる前記文書規格は、前記受け手に送られる、前記送り手のオ
フィスネットワークシステムの電子文書の文書フォーマットを含む、請求項６または７の
いずれかに記載の方法。
【請求項９】
　多数の異なる文書フォーマットを利用する複数のビジネスおよび／またはオフィスシス
テムを含むネットワークの当事者間で電子文書を扱い、通信するためのシステム用コンピ
ュータプログラムであって、
　前記プログラムは、請求項１から４のいずれかに記載のステップを実行するためのプロ
グラム命令を含むことを特徴とする、コンピュータプログラム。
【請求項１０】
　請求項１から４のいずれかに記載の方法をコンピュータに実行させるようにするための
命令を含む、コンピュータ読取可能な媒体。
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